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私立学校振興費（運営費）補助金事務取扱要領の一部改正新旧対照表 

現         行 改    正    後 

私立学校振興費（運営費）補助金事務取扱要領 

 

                              （昭和55年７月７日総務部長決裁） 

（一部改正 昭和58年 ７月13日） 

［略］ 

（ 〃   令和 ３年 ４月 27日） 

 

 

  ［略］ 

 

４ 補助金の算定要素及び割合 

  補助金の算定要素及び配分割合は、次のとおりとする。 
 学種区分

ごとの 

配分 
割合 

 

算定要素 

高等学校 
（全日制課程） 

幼稚園等 中学校 

高等学校 

(通信制課程) 
小学校 

特別支援学校 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

新型コロナ

ウイルス感

染症対策割 

空調（冷房）設備

（令和２年 12 月８日

以降に工事着手する

新型コロナウイルス

感染症対策として設

置する空調（冷房）

設備の設置に要する

経費（令和２年度末

までに令和２年度私

立学校振興費（運営

費）補助金の交付を

決定されたものに限

る。）） 

ア 普通教室 

事業経費の２/３

以内の額。ただ

し、１室につき 60

万円を限度とす

る。 

イ 特別教室 

空調（冷房）設備

（令和２年 12 月８日

以降に工事着手する

新型コロナウイルス

感染症対策として設

置する空調（冷房）

設備の設置に要する

経費（令和２年度末

までに令和２年度私

立学校振興費（運営

費）補助金の交付を

決定されたものに限

る。）） 

ア 保育室 

事業経費の２/３

以内の額。ただ

し、１室につき 60

万円を限度とす

る。 

イ 保育室以外の諸

空調（冷房）設備

（令和２年 12 月８日

以降に工事着手する

新型コロナウイルス

感染症対策として設

置する空調（冷房）

設備の設置に要する

経費（令和２年度末

までに令和２年度私

立学校振興費（運営

費）補助金の交付を

決定されたものに限

る。）） 

ア 普通教室 

事業経費の２/３

以内の額。ただ

し、１室につき 60

万円を限度とす

る。 

イ 特別教室 

 

私立学校振興費（運営費）補助金事務取扱要領 

 

                              （昭和55年７月７日総務部長決裁） 

（一部改正 昭和58年 ７月13日） 

［略］ 

（ 〃   令和 ３年 ４月 27日） 

（ 〃   令和 ３年 ７月 ６日） 

 

  ［略］ 

 

４ 補助金の算定要素及び割合 

  補助金の算定要素及び配分割合は、次のとおりとする。 
 学種区分

ごとの 

配分 
割合 

 

算定要素 

高等学校 
（全日制課程） 

幼稚園等 中学校 

高等学校 

(通信制課程) 
小学校 

特別支援学校 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

新型コロナ

ウイルス感

染症対策割 

空調（冷房）設備（令

和３年７月６日以降に

工事着手し、令和４年

３月 15 日までに完了

する新型コロナウイル

ス感染症対策として設

置する空調（冷房）設

備の設置に要する経

費） 

 

 

 

 

ア 普通教室 

事業経費の２/３

以内の額。ただ

し、１室につき 60

万円を限度とす

る。 

イ 特別教室 

空調（冷房）設備（令

和３年７月６日以降に

工事着手し、令和４年

３月 15 日までに完了

する新型コロナウイル

ス感染症対策として設

置する空調（冷房）設

備の設置に要する経

費） 

 

 

 

 

ア 保育室 

事業経費の２/３

以内の額。ただ

し、１室につき 60

万円を限度とす

る。 

イ 保育室以外の諸室 

空調（冷房）設備（令

和３年７月６日以降に

工事着手し、令和４年

３月 15 日までに完了

する新型コロナウイル

ス感染症対策として設

置する空調（冷房）設

備の設置に要する経

費） 

 

 

 

 

ア 普通教室 

事業経費の２/３

以内の額。ただ

し、１室につき 60

万円を限度とす

る。 

イ 特別教室 
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事業経費の２/３

以内の額。ただ

し、１室につき 60

万円を限度とす

る。 

ただし、特別教

室は普通教室で代

替困難な教室に限

る。 

室 

事業経費の２/３

以内の額。ただ

し、１室につき 60

万円を限度とす

る。 

 

事業経費の２/３

以内の額。ただ

し、１室につき 60

万円を限度とす

る。 

ただし、特別教

室は普通教室で代

替困難な教室に限

る。 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

事業経費の２/３

以内の額。ただ

し、１室につき 60

万円を限度とす

る。 

ただし、特別教

室は普通教室で代

替困難な教室に限

る。 

事業経費の２/３

以内の額。ただ

し、１室につき 60

万円を限度とす

る。 

 

事業経費の２/３

以内の額。ただ

し、１室につき 60

万円を限度とす

る。 

ただし、特別教

室は普通教室で代

替困難な教室に限

る。 

 

 

［略］ 

 

 

摘

要 
改正箇所は下線のとおりである。 

   

 


